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ル社会に対応し大胆に社会変革を進めつつ、変革に即した大胆な行財政改革に取り組む。 

経済あっての財政であり、経済を立て直し、そして、財政健全化に向けて取り組むとの

考え方の下、財政への信認を確保していく。 

 

 

第２章 新しい資本主義の加速 
 

１．三位一体の労働市場改革による構造的賃上げの実現と「人への投資」の強化、分厚い

中間層の形成 

「成長と分配の好循環」と「賃金と物価の好循環」の実現の鍵を握るのが賃上げであ

り、これまで積み上げてきた経済成長の土台の上に、構造的な人手不足への対応を図りな

がら、人への投資を強化し、労働市場改革を進めることにより、物価高に打ち勝つ持続的

で構造的な賃上げを実現する。あわせて、賃金の底上げや金融資産所得の拡大等により家

計所得の増大を図るとともに、多様な働き方の推進等を通じ、多様な人材がその能力を

大限いかして働くことで企業の生産性を向上させ、それが更なる賃上げにつながる社会を

創る。 

 

（三位一体の労働市場改革） 

一人一人が自らのキャリアを選択する時代となってきた中、職務ごとに要求されるスキ

ルを明らかにすることで、労働者が自らの意思でリ・スキリングを行い、職務を選択でき

る制度に移行していくことが重要であり、内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつ

なげ、労働者が自らの選択によって労働移動できるようにすることが急務である。内部労

働市場が活性化されてこそ、労働市場全体も活性化するのであり、人的資本こそ企業価値

向上の鍵である。こうした考え方の下、「リ・スキリングによる能力向上支援」、「個々

の企業の実態に応じた職務給の導入」、「成長分野への労働移動の円滑化」という「三位

一体の労働市場改革」を行い、客観性、透明性、公平性が確保される雇用システムへの転

換を図ることにより、構造的に賃金が上昇する仕組みを作っていく。また、地方、中小・

小規模企業について、三位一体の労働市場改革と並行して、生産性向上を図るとともに、

価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる。 

「リ・スキリングによる能力向上支援」については、現在、企業経由が中心となってい

る在職者への学び直し支援策について、５年以内を目途に、効果を検証しつつ、過半が個

人経由での給付が可能となるよう、個人への直接支援を拡充する。その際、教育訓練給付

の拡充、教育訓練中の生活を支えるための給付や融資制度の創設について検討する。また、

５年で１兆円の「人への投資」施策パッケージのフォローアップと施策の見直し等を行う

ほか、雇用調整助成金について、休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくなる

よう助成率等の見直しを行う。 

「個々の企業の実態に応じた職務給の導入」については、職務給（ジョブ型人事）の日

本企業の人材確保の上での目的、人材の配置・育成・評価方法、リ・スキリングの方法、

賃金制度、労働条件変更と現行法制・判例との関係などについて事例を整理し、個々の企
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業が制度の導入を行うために参考となるよう、中小・小規模企業の導入事例も含めて、年

内に事例集を取りまとめる。 

「成長分野への労働移動の円滑化」については、失業給付制度において、自己都合によ

る離職の場合に失業給付を受給できない期間に関し、失業給付の申請前にリ・スキリング

に取り組んでいた場合などについて会社都合の離職の場合と同じ扱いにするなど、自己都

合の場合の要件を緩和する方向で具体的設計を行う。また、自己都合退職の場合の退職金

の減額といった労働慣行の見直しに向けた「モデル就業規則」の改正や退職所得課税制度

の見直しを行う。さらに、求職・求人に関して官民が有する基礎的情報を加工して集約し、

共有して、キャリアコンサルタントが、その基礎的情報に基づき、働く方々のキャリアア

ップや転職の相談に応じられる体制の整備等に取り組む。 

これらの労働市場改革の際、官民でその進捗を確認し、計画的に見直しを行っていく。 

 

（家計所得の増大と分厚い中間層の形成） 

今年の春季労使交渉の賃上げ率は約30年ぶりの高い伸びとなった。この賃上げの流れの

維持・拡大を図り、特に我が国の雇用の７割を占める中小企業が賃上げできる環境の整備

に取り組むほか、 低賃金の引上げや同一労働・同一賃金制の施行の徹底と必要な制度見

直しの検討等を通じて非正規雇用労働者の処遇改善を促し、我が国全体の賃金の底上げ等

による家計所得の増大に取り組む。 

中小企業等の賃上げの環境整備については、賃上げ税制や補助金等における賃上げ企業

の優遇等の強化を行う。その際、赤字法人においても賃上げを促進するため、課題を整理

した上で、税制を含めて更なる施策を検討する。さらに、各サプライチェーンにおいて賃

上げ原資となる付加価値の増大を図り、マークアップ率を高めるとともに、付加価値の適

切な分配を促進するため、エネルギーコストや原材料費のみならず、賃上げ原資の確保も

含めて適切な価格転嫁が行われるよう取引適正化の促進を強化する。その一環として、特

に労務費の転嫁状況について業界ごとに実態調査を行った上で、労務費の転嫁の在り方に

ついて指針を年内にまとめる。また、業界団体に自主行動計画の改定・徹底を求めるほか、

「価格交渉促進月間」の取組や価格交渉の支援を行う。 

低賃金については、昨年は過去 高の引上げ額となったが、今年は全国加重平均1,000

円を達成することを含めて、公労使三者構成の 低賃金審議会で、しっかりと議論を行う。

また、地域間格差に関しては、 低賃金の目安額を示すランク数を４つから３つに見直し

たところであり、今後とも、地域別 低賃金の 高額に対する 低額の比率を引き上げる

等、地域間格差の是正を図る。今夏以降は、1,000円達成後の 低賃金引上げの方針につい

ても、新しい資本主義実現会議で議論を行う。 

公的セクターの賃上げを進めるに当たり、2022年10月からの処遇改善の効果が現場職員

に広く行き渡るようになっているかどうかの検証を行い、経営情報の見える化を進める。 

2,000兆円の家計金融資産を開放し、持続的成長に貢献する「資産運用立国」を実現する。

そのためには、家計の賃金所得とともに、金融資産所得を拡大することが重要であり、ｉ

ＤｅＣｏ（個人型確定拠出年金）の拠出限度額及び受給開始年齢の上限引上げについて2024

年中に結論を得るとともに、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の抜本的な拡充・恒久化、
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金融経済教育推進機構の設立、顧客本位の業務運営の推進等、「資産所得倍増プラン」3を

実行する。加えて、資産運用会社やアセットオーナーのガバナンス改善・体制強化、資産

運用力の向上及び運用対象の多様化に向けた環境整備等を通じた資産運用業等の抜本的な

改革に関する政策プランを年内に策定する。 

これらによる家計所得の増大と併せて、持続可能な社会保障制度の構築、少子化対策・

こども政策の抜本強化、質の高い公教育の再生等に取り組むことを通じ、分厚い中間層を

復活させ、格差の拡大と固定化による社会の分断を回避し、持続可能な経済社会の実現に

つなげる。 

 

（多様な働き方の推進） 

三位一体の労働市場改革と併せて、人手不足への対応も視野に入れ、多様な人材がその

能力を 大限いかして働くことができるよう、多様な働き方を効果的に支える雇用のセー

フティネットを構築するとともに、個々のニーズ等に基づいて多様な働き方を選択でき、

活躍できる環境を整備する。このため、週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用

保険の適用拡大について検討し、2028年度までを目途に実施する。あわせて、時間や場所

を有効に活用できる良質なテレワークやビジネスケアラーの増大等を踏まえた介護と仕事

の両立支援を推進するほか、勤務間インターバル制度の導入促進、メンタルヘルス対策の

強化等の働き方改革を一層進めながら、副業・兼業の促進、選択的週休３日制度の普及等

に取り組む。また、フリーランスが安心して働くことができる環境を整備するため、フリ

ーランス・事業者間取引適正化等法4の十分な周知・啓発、同法の執行体制や相談体制の充

実等に取り組む。 

国家公務員については、デジタル環境の整備、業務の見直し、時間や場所にとらわれな

い働き方の充実等により働き方改革を一層推進するとともに、採用試験の受験者拡大や中

途採用の活用、職員としての成長に資する業務経験やスキルアップ機会の付与、民間知見

の習得など人材の確保・育成に戦略的に取り組む。 

 

２．投資の拡大と経済社会改革の実行 

（１）官民連携による国内投資拡大とサプライチェーンの強靱化 

新しい資本主義の下、従来「コスト」と認識されてきた賃上げと設備投資を「未来への

投資」と再認識し、人への投資や国内投資の促進を展開している。こうした政策的後押し

を受ける中で経団連がバブル期以降 高水準となる民間設備投資115兆円の早期実現とい

う目標を掲げるなど企業部門において高い投資意欲が醸成されてきている。長期にわたる

賃金の停滞とデフレの継続という悪循環を断ち切る挑戦が動き始めている今こそ、こうし

た前向きな動きを更に加速させるときである。予算・税制、規制・制度改革を総動員して、

国が呼び水となる政策を集中的に展開することにより、質の高い雇用を生み出し、構造的

賃上げを実現するとともに、国内投資・研究開発を大胆に促進することが不可欠である。

これにより、日本経済再生に向けた動きを加速させ、人口減少・人手不足、地球環境問題

                         
3 令和４年11月28日新しい資本主義実現会議決定。 
4 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和５年法律第25号）。 


